
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年 8月 

帯 広 市

帯広市まちづくり基本条例適合状況等 

について（原案） 

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ５ 日 

総 務 委 員 会 提 出 資 料 
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各条項の適合状況の検討 

 
（１）総則、権利及び責務 

① 基本条例の関係条項 

 （目的） 

第１条 この条例は、市民と市がそれぞれの役割と責任を担い、互いに力を合わせてす

すめる協働のまちづくりを推進するための基本的事項を定め、豊かな地域社会の実現

をはかることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(１) 市民 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する個人又は市内において事業を営

み、若しくは活動を行う個人若しくは法人その他の団体をいう。 

(２) 市 長その他の執行機関をいう 

（条例の位置付け） 

第３条 市は、まちづくりの推進にあたり、条例、規則等の制定改廃及びまちづくりに

関する計画の策定又は変更にあたっては、この条例の趣旨を最大限尊重しなければな

らない。 

（市民の権利及び責務） 

第４条 市民は、まちづくりに幅広く参加する権利を有する。 

２ 市民は、市の保有する情報を知る権利を有する。 

３ 市民は、自ら情報を共有するように努めるとともに、まちづくりの主体としての意

識と責任を持ち、まちづくりを協働で推進するように努めなければならない。 

４ 市民は、まちづくりに参加又は不参加を理由に不利益を受けない。 

（市長の責務） 

第５条 市長は、帯広市を代表する者として、公正かつ誠実に市政を執行しなければな

らない。 

２ 市長は、市民の意向の把握に努め、市政運営の方針を明らかにするとともに、帯広・

十勝の魅力や個性を活かして、まちづくりを推進しなければならない。 

３ 市長は、市職員を適切に指揮監督するとともに、市政の課題に的確に対応できる人

材の育成に努め、効率的かつ効果的に組織運営を行わなければならない。 

（市職員の責務） 

第６条 市職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならな

い。 

２ 市職員は、まちづくりに関する情報収集に努めながら、専門的な知識及び能力を十

分発揮して職務を行うとともに、幅広い視野で市民と協働のまちづくりに取り組まな

ければならない。 

３ 市職員は、職務の遂行に必要な能力の向上に努めなければならない。 
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② 適合状況等の検討 

 ＜これまでの主な取り組み＞ 

 ○基本条例に関わる市の取り組み状況について、ホームページでの情報提供及び市職員 

への情報共有を行った。 

 ○市職員に向けた研修において、まちづくり基本条例の周知を図った。 

○市職員への研修の実施などにより、まちづくりの推進に必要な知識や能力の習得を支 

援したほか、人材そだち評価制度などを通した人材育成を進めた。 

 ○複雑多様化する地域課題の解決に向け、主体的に考え、学び、行動する職員を育成し 

ていくことの重要性が高まってきていることを踏まえ、「帯広市人材育成基本方針」 

を改定し、職員の行動規範等の明確化による主体的な能力開発の促進や、職場や制度 

を通じた成長の支援など、今後の人材育成の方向性を示した。 

 

＜課題＞ 

  市民と市が力を合わせてまちづくりを進めていくため、市民に対して基本条例の理念 

 の浸透を図っていく必要があります。 

また、質の高い行政サービスを安定的に提供していくため、市職員には、市民ニーズ 

を的確に把握し、市に求められる役割を見極めた上で、まちづくりに取り組むことが求 

められています。 

 

＜条文改正の必要性＞ 

  変化の激しい時代において、まちづくりに関わる様々な主体の前向きな行動がますま 

す大切になっています。 

基本条例の理念、市民の権利及び市民と市の責務に変わりはなく、条文は適当であり、 

改正の必要性はありません。 

 

③ 今後の取り組みの考え方 

○市民へのまちづくり基本条例の理念の浸透を図るため、引き続き、基本条例に基づく 

取り組み状況などについて、ホームページを活用し周知を行います。 

○帯広市人材育成基本方針に基づき、職員が自ら成長する姿勢を持ち続けられるよう、 

様々な施策の実施を通した人材育成を進めます。 
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（２）参加機会の充実 

① 基本条例の関係条項 

 （参加機会の充実） 

第７条 市は、市民がまちづくりに参加する機会の充実に努めなければならない。 

 

② 適合状況等の検討 

 ＜これまでの主な取り組み＞ 

 ○市民生活に影響する重要な計画の策定や条例制定などにおいて、幅広く市民の意見を 

聴くため、アンケートやパブリックコメント、意見交換会など、複数の方法を活用す 

ることに努めた。 

 ○附属機関等の委員について実態調査を行い、庁内で共有するとともに、指針に基づき 

女性や青年層の登用を進めるなど、幅広い市民のまちづくりへの参加促進に努めた。 

 

＜課題＞ 

協働のまちづくりを推進していくため、今後も様々な方法を活用しながら市民がまち 

づくりに参加できる機会の充実に努めていく必要があります。 

 

＜条文改正の必要性＞ 

市民のまちづくりへの関心を高め、協働のまちづくりを推進していくためには、まち 

づくりに参加できる機会の充実が重要であることから、条文の内容は適当であり、改正 

の必要性はありません。 

 

③ 今後の取り組みの考え方 

 ○「市民意見聴取推進の基本的事項」に基づき、市職員の市民意見を聴く取り組みへの 

理解を促すほか、庁内で取り組み状況を共有しながら、意見を聴く機会の充実を図り 

ます。 

 ○広報紙やホームページ、ＳＮＳなど様々な媒体を活用し、多くの市民が幅広くまちづ

くりへ参加できるよう、効果的な周知に取り組みます。   
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（３）協働の推進、コミュニティ活動 

① 基本条例の関係条項 

 （協働の推進） 

第８条 市民及び市は、相互理解のもと、それぞれの役割を担いながら、協働のまちづ

くりをすすめなければならない。 

２ 市は、協働を推進するための施策を整備するとともに、協働の実効性が高まるよう

に努めなければならない。 

３ 市は、前項に規定する取組をすすめるにあたっては、市民の自主性及び主体性を尊

重しなければならない。 

（コミュニティ活動） 

第９条 市民は、互いに助け合い安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実現

のため、多様なコミュニティにおいて主体的な取組に努めるものとする。 

２ 市民及び市は、まちづくりの担い手である地域コミュニティの役割を認識し、守り

育てるように努めるものとする。 

３ 市は、コミュニティの自主性及び自律性を尊重しながら、その活動の支援に努めな

ければならない。 

 

② 適合状況等の検討 

＜これまでの主な取り組み＞ 

○市民提案型協働のまちづくり支援事業について幅広く周知を行うとともに、アイデア 

発表会及び事業報告会を公開で実施した。 

 ○市民協働ポータルサイトを活用し、協働事例や市民活動団体情報を集約的に発信した。 

○町内会加入チラシを活用し、各町内会と協力しながら、転入者や町内会未加入者への 

周知啓発を実施した。 

 

＜課題＞ 

少子高齢化の進行などにより、地域コミュニティにおいて担い手の減少や、固定化が

進行しており、今後も多様なコミュニティの主体的な活動を支えながら、協働のまちづ

くりにつなげていく必要があります。 

 

＜条文改正の必要性＞ 

複雑多様化する地域課題の解決に向け、市民と市がそれぞれの役割を担いながら、協

働してまちづくりを進めていくことの大切さに変わりはなく、条文は適当であり、改正

の必要性はありません。 

 

③ 今後の取り組みの考え方 

○市民主体によるまちづくり推進の取り組みを支援する制度や、市民活動団体の様々な 

取り組みの効果的な周知などを通し、多くの市民のコミュニティ活動への参加につな 
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げます。 

 ○地域コミュニティの活性化に向け、町内会の負担軽減に向けた検討や町内会の役割・ 

重要性の啓発に取り組みます。 
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（４）パブリックコメント制度 

① 基本条例の関係条項 

 （パブリックコメント制度） 

第 10 条 市は、市民生活に重要な計画等の策定にあたり、市民の意見を反映させるた

め、案の内容等を公表し、市民の意見を聴くとともに、提出された市民の意見に対す

る市の考え方を公表しなければならない。 

 

② 適合状況等の検討 

 ＜これまでの主な取り組み＞ 

 ○市の基本的な計画等や市政に関する基本方針を定めた条例等の策定・制定等において、 

  市民意見を反映させるため、パブリックコメントを実施した。 

 

 ○実施にあたっては、市民が意見を提出しやすいよう、広報紙やホームページにおいて 

募集案件に係る特集ページを掲載したほか、パブリックコメント実施後には意見反映 

状況を一覧にして掲載した。 

  

＜課題＞ 

様々な手段を利用して制度の周知に取り組んでおり、今後も制度の浸透を図り、市民 

の政策形成に対する関心を高めながら、協働のまちづくりの推進につなげていく必要が 

あります。 

  

＜条文改正の必要性＞ 

パブリックコメント制度は、市民生活に重要な計画等の策定にあたって、すべての市

民が直接意見を述べることができる機会であり、市民への説明責任を遂行することで協

働のまちづくりにつなげるための重要な制度であることから、条文は適当であり、改正

の必要性はありません。 

 

③ 今後の取り組みの考え方 

○パブリックコメント制度や実施案件について、広報紙やホームページ、ＳＮＳな 

ど様々な媒体を活用するほか、広聴機会などを通した効果的な周知に努めます。 
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（５）住民投票 

① 基本条例の関係条項 

 （住民投票） 

第 11 条 市長は、市政の重要事項について、住民の意思を確認するため、必要に応じ

て住民投票を実施することができるものとし、その結果について尊重しなければなら

ない。 

２ 住民投票を行う場合はその事案ごとに、必要な事項を規定した条例を別に定めるも

のとする。 

３ 市長及び市議会議員の選挙権を有する住民は、法令の定めるところにより、住民投

票を規定した条例の制定を市長に請求することができる。 

 

② 適合状況等の検討 

 ＜これまでの主な取り組み＞ 

 ○住民投票制度に関する他自治体や国の動向などについて情報収集を行った。 

  

＜課題＞ 

  特になし。 

  

＜条文改正の必要性＞ 

住民投票制度は市政の重要事項について、市民の意思を直接確認する間接民主主義を

補完する制度です。 

案件ごとに議論を深め、投票者の資格要件や投票方法なども案件ごとに柔軟に決めら

れることから、個別に条例を定めて行う現行の制度が望ましく、条文は適当であるため、

改正の必要性はありません。 

 

③ 今後の取り組みの考え方 

 ○引き続き、住民投票制度に関する他自治体や国の動向などについて情報収集を行いま 

す。 
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（６）情報共有 

① 基本条例の関係条項 

 （情報提供） 

第 12 条 市は、市民生活及びまちづくりに必要な情報を適切かつわかりやすい形で市

民に提供し、市民との情報の共有に努めなければならない。 

２ 市民は、必要な情報は自ら収集するように努めるものとする。 

（情報公開） 

第 13 条 市は、市民の知る権利を尊重し、別に条例で定めるところにより、公文書の

開示等について必要な措置を講じるとともに、情報の公開に努めなければならない。 

（説明責任） 

第 14 条 市は、市の実施する施策について、市民にわかりやすく説明しなければなら

ない。 

２ 市は、市民からの意見や質問に対し迅速かつ適切に対応しなければならない。 

（財政運営）（抜粋） 

第 16条 

３ 市は、財政状況並びに予算及び決算の内容をわかりやすく公表し、財政運営の透明

性を確保するように努めなければならない。 

 

② 適合状況等の検討 

 ＜これまでの主な取り組み＞ 

○記者会見の定期的な開催や広報紙の充実などを図り、市政に関する効果的な情報発信 

と理解促進に努めた。 

 ○市長と市民の対話事業として、まちづくりをテーマに意見交換する「市民トーク」な 

どを開催した。 

 ○誰もが情報を取得しやすいよう、令和２年度にホームページをリニューアルし、機能

改善や閲覧性の向上を図ったほか、新たなＳＮＳを活用し、効果的な情報発信を行っ

た。 

○帯広市情報公開条例等に基づき、公文書の開示等を通じた情報の公開に努めた。 

○市における財政状況、並びに予算及び決算の内容について市民にわかりやすく伝える 

ため、「帯広市の台所事情」を作成し公表した。 

 

＜課題＞ 

今後も市民が日常生活やまちづくりに必要な情報をわかりやすく取得できるよう、取

り組みを推進していく必要があります。 

 

＜条文改正の必要性＞ 

人口減少に伴う税収の減少や労働力不足など財政面や人材面の制約が強まる中、市民 

の納得感を得ながら、協働のまちづくりを進めていく上で、市民に対し必要な情報をわ 
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かりやすく提供することがますます重要になっていることから、条文は適当であり、改 

正の必要性はありません。 

 

③ 今後の取り組みの考え方 

 ○ホームページ、ＳＮＳなどそれぞれの媒体の長所を生かした情報発信に努めます。 

 ○市民生活やまちづくりに関して、わかりやすい情報発信につなげるため、市ホームペ 

ージの操作方法やウェブアクセシビリティに関わる研修等の実施により、市職員の知 

識習得や能力向上に努めます。 
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（７）行政運営、条例の見直し等 

① 基本条例の関係条項 

 （総合計画） 

第 15 条 市は、まちづくりを総合的かつ計画的に推進するための計画（以下「総合計

画」という。）を策定しなければならない。 

２ 市は、総合計画の策定にあたっては、市民が参加する機会の充実に努めなければな

らない。 

３ 市は、総合計画を効果的かつ着実に推進するため、適切に進行管理を行うとともに、

その結果を定期的に市民にわかりやすく公表しなければならない。 

４ 市は、各分野の計画を定めるときは、総合計画に即するように努めなければならな

い。 

（財政運営） 

第 16条 市は、中長期を見通し、健全な財政運営に努めなければならない。 

２ 市は、予算編成にあたっては、総合計画や行政評価の結果を踏まえ、財源の効率的

かつ効果的な活用に努めなければならない。 

３ 市は、財政状況並びに予算及び決算の内容をわかりやすく公表し、財政運営の透明

性を確保するように努めなければならない。 

（行政評価） 

第 17 条 市は、効率的かつ効果的な行政運営を行うため、施策等について行政評価を

実施し、その結果を市民にわかりやすく公表するとともに、施策等への反映に努めな

ければならない。 

２ 市は、行政評価をするにあたっては、市民意見を反映するなど客観性及び公正性を

高めるように努めなければならない。 

（組織及び機構） 

第 18 条 市の組織は、行政ニーズや社会環境の変化に的確に対応するとともに、市民

にわかりやすく、利用しやすい、簡素で効率的かつ機能的なものとしなければならな

い。 

（行政手続） 

第 19 条 市は、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導及び届出に関する手

続きを適切に行い、行政運営における公正の確保と透明性の向上をはかり、市民の権

利利益の保護に資するように努めなければならない。 

（個人情報保護） 

第 20 条 市は、個人の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、個

人情報の開示、訂正及び利用の停止等について必要な措置を講じるとともに、市の保

有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（出資団体等） 

第 21 条 市は、出資又はその他の支援等を行う団体等及び指定管理者が行う市と関連

する業務等について、その目的が適切に達成されるように必要な指導及び助言ができ

るものとする。 
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（危機管理） 

第 22 条 市は、災害その他の緊急時に備え、市民、関係機関及び他の自治体と相互に

連携協力し、総合的かつ機動的な体制の確立に努めなければならない。 

（国・道及び他の自治体との関係） 

第 23 条 市は、国及び北海道と対等な立場で、それぞれの役割分担を踏まえ、連携協

力に努めるものとする。 

２ 市は、行政サービスの向上や効率的な行財政運営等をはかるため、他の自治体との

連携協力に努めるほか、国内外の自治体等との交流及び連携に努めるものとする。 

（条例の見直し） 

第 24 条 市は、この条例の施行の日から５年を超えない期間ごとに、この条例の理念

を踏まえ、社会経済情勢の変化等を勘案し、各条項等の適合状況等を検討し、見直し

が適当と判断したときは、必要な取組を行うものとする。 

２ 市は、前項の検討及び見直しにあたっては、市民の意見を聴かなければならない。 

 

② 適合状況等の検討 

 ＜これまでの主な取り組み＞ 

○市民と市がまちづくりの方向性について共通の認識に立ち、それぞれの役割を担いな 

がら住みよい地域社会を実現するための協働の指針として、令和２年３月に「第七期 

帯広市総合計画」を策定した。 

○市における財政状況、並びに予算及び決算の内容について市民にわかりやすく伝える 

ため、「帯広市の台所事情」を作成し公表した。 

○「第六期帯広市総合計画」の効果的・効率的な推進を図るため「政策・施策評価」を 

導入し、各施策等の目標に向けた進捗状況や取り組みの状況の評価を毎年度行い、評 

価結果を予算編成につなげるとともに「まちづくり通信」として公表した。 

 ○組織横断的な課題や新たな政策課題への対応を強化し、より効率的・効果的な事務執 

行の体制を構築するため、令和２年４月に市組織機構の見直しを行った。 

○国内での大規模な災害が頻発していることなどに伴い、自治体における危機対策の対 

応・体制強化を図るため、庁内に危機対策室を設置した。 

○管内18町村との協定に基づく、十勝定住自立圏構想の推進に向け、これまでの取り組 

み等を踏まえ、「第３期十勝定住自立圏共生ビジョン」を策定した。 

 

＜課題＞ 

人口減少、少子高齢化の急速な進行、グローバル化や技術革新の進展、感染症の拡大 

など、社会経済情勢は加速的に変化してきており、市民生活等への様々な影響が懸念さ 

れています。 

自治体においても社会保障費などの義務的経費の増加、公共施設の老朽化、人口減少

に伴う税収の減少や労働力不足など財政面や人材面での様々な影響が懸念されており、 

市民ニーズや行政に求められる役割の変化を捉えつつ、財政状況を見極めながら、効果 
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的、効率的で持続可能な行政運営を進めていく必要があります。 

また、災害発生時には市民一人ひとりが、自ら適切に行動できることが必要であり、 

自助の重要性や地域における共助の意識醸成を進め、災害への対応力を高めていく必

要があります。 

 

＜条文改正の必要性＞ 

市民や関係機関と連携、協働し、社会経済情勢の変化に的確に対応しながら、まちづ

くりを総合的、計画的に推進していくことが必要であることから、条文は適当であり、

改正の必要性はありません。 

 

③ 今後の取り組みの考え方 

 ○第七期帯広市総合計画の効果的・効率的な推進を図るため、各施策等の進捗状況など 

について、毎年度評価を行い、評価結果を予算編成につなげるとともに、ホームペー 

ジ等で公表します。 

○多様化する行政ニーズに的確に対応するため、市職員の知識や能力の向上・発揮に努 

めるとともに、国等の動向も注視しながらＩＣＴの活用や業務の標準化・省力化、民 

間活力の活用などを通し、効果的、効率的な行政運営につなげます。 

 ○防災訓練や防災出前講座による幅広い世代への防災・減災の普及啓発等を図るほか、 

関係機関等と連携し、自主防災組織の育成などに取り組みます。 
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参考資料 
 

・市民意見聴取の実施件数（第７条関係） 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 

アンケート 2件 4件 9件 2件 2件 

パブリックコメント 7件 6件 5件 20件 4件 

意見交換会 4件 5件 3件 7件 2件 

附属機関等 5件 6件 10件 18件 4件 

その他 0件 3件 4件 3件 0件 

合計 18件 24件 31件 50件 12件 

 

 

・パブリックコメント制度の実施結果（第10条関係） 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 

実施件数 7件 6件 5件 20件 4件 

意見提出数 105件 33件 45件 212件 26件 

 

 

・情報公開制度の利用状況（第13条関係） 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 

請求件数 29件 46件 54件 47件 43件 

 



まちづくり基本条例に基づくこれまでの取組

平成29年度の取り組み 平成30年度の取り組み 令和元年度の取り組み 令和２年度の取り組み 令和３年度の取り組み予定

取り組み実績の具体的内容 取り組み実績の具体的内容 取り組み実績の具体的内容 取り組み実績の具体的内容 取り組み予定の具体的内容

市民のまちづくりへの参
加意識を高めるため、基
本条例の周知に取り組む
ことが必要です。

まちづくり基本条例の理
念の浸透を図るため、条
例の周知に努めます。

1

・初級（2年次）職員後期研修において、
研修受講職員にまちづくり基本条例の
周知を図った。

・初級（2年次）職員後期研修において、
研修受講職員にまちづくり基本条例の
周知を図った。

・初級（2年次）職員後期研修において、
研修受講職員にまちづくり基本条例の
周知を図った。

・帯広市まちづくり基本条例に関わる取
り組み状況（条例の推進、市民意見聴
取の実施）について、前年度の取り組
みや当該年度の実施予定を取りまと
め、ホームページでの公開及び庁内各
課へ情報提供を行った。

・市民に対する周知は、ホームページに
おいて実施したが、より分かりやすい情
報発信の検討が必要。

・引き続き、ホームページを使用した周
知を実施するほか、ＳＮＳの活用を含
め、より分かりやすい周知内容の検討
に取り組む。
・初級（2年次及び3年次）職員研修にお
いて、研修受講職員にまちづくり基本
条例の周知を行う。

市民一人ひとりの事情は
様々であり、市は、全ての
市民が同じようにまちづく
りに参画できるわけでは
ないことにも配慮しながら
協働のまちづくりを進める
ことが必要です。

市民一人ひとりがそれぞ
れの実情に応じて、可能
な範囲でまちづくりに参
加することのできる、多様
な参加機会づくりを進め
ます。

2

※No.5で整理

参加機会は多くあります
が、機会があることが市民
に十分認知されておら
ず、周知方法のさらなる
工夫が必要です。

広報紙やホームページ、
ＳＮＳなど様々な媒体の
長所を生かしながら、必
要な情報が市民に届くよ
う、周知方法などの工夫
に努めます。

3

※No.13で整理

4

・例年８月に実施している附属機関の実
態調査を実施し、指針に基づいて附属
機関の運営が行われているか、現状把
握に努めた。

例年８月に実施している附属機関の実
態調査を実施し、指針に基づいて附属
機関の運営が行われているか、現状把
握に努めた。

・例年８月に実施している附属機関の実
態調査を実施し、指針に基づいて附属
機関の運営が行われているか、現状把
握に努めた。

・例年8月に実施している附属機関の実
態調査を実施し、指針に基づいて附属
機関の運営が行われているか、現状把
握に努めた。

・審議会における委員の選出につい
て、女性割合は31.5%、青年層の割合は
26.5%となっている(令和2年8月1日現
在)。女性や若年者のまちづくりへの参
加促進に向けて指針の周知など継続的
に取り組んでいく必要がある。

・指針の周知や、他の附属機関の委員
選出状況を参考とできるよう、附属機関
の委員名簿を庁内で共有し、さらなる女
性や青年層の委員の登用を呼びかけ
る。

5

・一つの案件に対して、アンケートやパ
ブリックコメント、意見交換会など、複数
の方法により、市民が参加できる機会を
提供した。
・重要な計画等への意見聴取の実施結
果（平成28年度）及び実施予定（平成
29年度）を取りまとめ、市のホームペー
ジに公表した。

・一つの案件に対して、アンケートやパ
ブリックコメント、意見交換会など、複数
の方法により、市民が参加できる機会を
提供した。
・重要な計画等への意見聴取の実施結
果（平成28年度）及び実施予定（平成
29年度）を取りまとめ、市のホームペー
ジに公表した。

・一つの案件に対して、アンケートやパ
ブリックコメント、意見交換会など、複数
の方法により、市民が参加できる機会を
提供した。

・一つの案件に対して、アンケートやパ
ブリックコメント、意見交換会など、複数
の方法により、市民が参加できる機会を
提供した。

・多様な参加機会の提供について、より
効果的な手法の検討が必要。

・多様な参加機会のより効果的な提供
方法について、検討を進める。

市民協働の活動事例は
増加していますが、市民
協働の取組を支援する制
度のより一層の周知、活
用の促進などにより、協働
の取組をさらに広げること
が必要です。

市民が主体となった多様
な市民協働の取組を促進
するため、市民協働の取
組を支援する制度につい
て、より効果的な周知に
取り組みます。

6

・協働事例や市民活動団体情報を集約
的に発信したほか、市民提案型協働の
まちづくり支援事業についてプレゼンや
事業報告会を公開した。
・協働アクションの登録団体に対し、
メール等で案内した。
・制度の募集期間中にSNSを活用して
複数回にわたって周知したほか、ラジ
オ、ケーブルテレビに出演しPRを図っ
た。
・募集開始にあわせ、広報紙に特集記
事を掲載し周知を図った。
・募集開始時に市役所市民ホールで活
動事例を展示し、制度の周囲を図っ
た。
・市民協働のまちづくり「協働・連携ハン
ドブック」を作成した。

・SNSを活用するなど、市民提案型協働
のまちづくり支援事業について幅広く周
知を行いながら、プレゼン及び事業報
告会を公開実施。
・広報おびひろに市民提案型協働のま
ちづくり支援事業にかかる特集記事を
掲載。（H30.8月号）
・市民協働ポータルサイトをリニューア
ルし、協働事例や市民活動団体情報を
集約的に発信。
・様々な機会を通じ、市民協働のまちづ
くり「協働・連携ハンドブック」の周知啓
発を実施。

・SNSを活用するなど、市民提案型協働
のまちづくり支援事業について幅広く周
知を行いながら、プレゼン及び事業報
告会を公開実施。
・広報おびひろに市民提案型協働のま
ちづくり支援事業にかかる一般記事を
掲載した。（R1.8月号）
・市民協働ポータルサイトを活用し、協
働事例や市民活動団体情報を集約的
に発信した。
・様々な機会を通じ、市民協働のまちづ
くり「協働・連携ハンドブック」の周知啓
発を実施。

・SNSを活用するなど、市民提案型協働
のまちづくり支援事業について幅広く周
知を行いながら、プレゼン及び事業報
告会を実施。
・広報おびひろに市民提案型協働のま
ちづくり支援事業にかかる一般記事を
掲載。（R2.8月号）
・市ホームページを活用し、協働事例や
市民活動団体情報を集約的に発信。
・様々な機会を通じ、市民協働のまちづ
くり「協働・連携ハンドブック」の周知啓
発を実施。

・市民活動団体に関する情報の効果的
な発信が必要。
・市民協働の取り組みの輪を広げていく
ため、市民活動団体同士や市関係課と
の更なるつながりが必要。

・引き続き、各種媒体を活用するなど、
市民提案型協働のまちづくり支援事業
の周知に努め、多くの市民の参加につ
なげていく。
・市ホームページの活用を通して市民
活動団体の取り組みの周知を進めると
ともに、掲載内容の充実に取り組む。
・市民活動団体による市民協働の取り
組みを推進するため、市民提案型協働
のまちづくり支援事業の仕組みの見直
しを行う。

地域コミュニティを活性化
するためには、地域にお
ける様々な世代の市民の
参加と、関係機関や団体
などの連携により、これか
らのまちづくりを担う若い
世代を地域で育てていく
ことが必要です。

地域ぐるみでこどもたちを
応援する取組を進めると
ともに、地域コミュニティの
担い手の確保・育成や活
動の活性化を図ります。

7

・転入者や各町内会、住宅管理者な
ど、町内会未加入者への周知啓発を強
化した。
・地区連合町内会連携会議を実施し
た。
・市、市町連、北海道宅地建物取引業
協会帯広支部と三者協定締結により、
アパート、マンション入居者の町内会未
加入者に対する加入の呼びかけを行っ
た。
・学校、家庭、地域が効果的に連携す
るための仕組みづくりとしてワークショッ
プを開催した。

・町内会加入チラシをリニューアルする
とともに、市・市町連・北海道宅地建物
取引業協会帯広支部と三者協定締結
によるアパート、マンション入居者の町
内会未加入者への加入呼びかけを行う
など、転入者や町内会未加入者への周
知啓発を実施。
・コミュニティの再生・活性化の取り組み
の基礎資料とするため、町内会役員や
市民活動団体、企業及び一般市民を
対象に地域実態調査を実施。
・市民協働ポータルサイトをリニューア
ルし、協働事例や市民活動団体情報を
集約的に発信。（再掲NO.6）
・広報おびひろに地域コミュニティにか
かる特集記事を掲載。（H31.3月号）

・町内会加入チラシを活用し、各町内会
と協力しながら、転入者や町内会未加
入者への周知啓発を実施。
・市民協働ポータルサイトをリニューア
ルし、協働事例や市民活動団体情報を
集約的に発信。（再掲NO.6）
・広報おびひろに町内会活動にかかる
一般記事を掲載した。（R2.4月号）
・小中学校8校に学校運営協議会を設
置し、コミュニティ・スクールを導入した。
地域における目指す子ども像等につい
て協議した。
・10団体がこども学校応援地域基金の
交付金を受け、学校、家庭、地域、関係
団体と連携を図った特色のある事業を
実施した。

・町内会加入チラシを活用し、各町内会
と協力しながら、転入者や町内会未加
入者への周知啓発を実施。
・市ホームページを活用し、協働事例や
市民活動団体情報を集約的に発信。
（再掲NO.6）
・広報おびひろに町内会活動にかかる
一般記事を掲載。（R3.4月号）
・小中学校4校に学校運営協議会を設
置し、コミュニティ・スクールを導入。地
域における目指す子ども像等について
協議。
・コミュニティ・スクール通信を発行し、
制度や取組みの周知を実施。
・8団体がこども学校応援地域基金の交
付金を受け、学校、家庭、地域、関係団
体と連携を図った特色のある事業を実
施。

・社会環境の変化などに伴い、地域へ
の関心が低くなってきており、町内会活
動や地域コミュニティの重要性を啓発し
ていくことが必要。
・町内会の負担を軽減していくために
も、、多様な主体との連携・協力が必
要。
・コミュニティ・スクールの制度や趣旨に
ついて、地域への理解を深めることが
必要。
・交付金の活用促進に向けた取組みが
必要。
・地域コーディネーターの育成、ボラン
ティアの裾野拡大に向けて継続的に取
り組んでいくことが必要。

・市からの依頼業務の見直しをはじめ、
町内会の負担軽減に向けた検討を進
める。
・引き続き、町内会加入チラシ等を活用
し、町内会の役割や重要性の啓発に取
り組む。
・市ホームページの活用を通して市民
活動団体の取り組みの周知を進めると
ともに、掲載内容の充実に取り組む。
（再掲NO.6）
・町内会での様々な取組事例に関する
情報の収集、発信を行う。
・コミュニティ・スクールの周知用リーフ
レットの作成、コミュニティ・スクール通
信の発行、広報おびひろ（11月号予定）
の表紙にコミュニティ・スクールについて
掲載。

取り組み上の問題点・改善点
取組の考え方
（H28.11月公表）

市民検討委員会
の提言（H28.8月）

関係条項 NO.

・第8条
 -協働の推進
・第9条
 -ｺﾐｭﾆﾃｨ活動

・第1条
 -目的
・第2条
 -定義
・第3条
 -位置づけ
・第4条
 -市民の権利責務
・第5条
 -市長の責務
・第6条
 -市職員の責務

参加機会の提供にあたっ
ては、年齢や性別、障害
の有無等に関わらず、幅
広く参加できるよう配慮が
必要です。

まちづくりへの関わり方に
世代や性別で差が生じな
いよう、女性や若年者な
どの参加を促進するほ
か、参加機会の充実にあ
たっては、高齢者や障害
のある人に配慮します。

・第7条
 -参加機会の充実

別添

14



まちづくり基本条例に基づくこれまでの取組

平成29年度の取り組み 平成30年度の取り組み 令和元年度の取り組み 令和２年度の取り組み 令和３年度の取り組み予定

取り組み実績の具体的内容 取り組み実績の具体的内容 取り組み実績の具体的内容 取り組み実績の具体的内容 取り組み予定の具体的内容
取り組み上の問題点・改善点

取組の考え方
（H28.11月公表）

市民検討委員会
の提言（H28.8月）

関係条項 NO.

別添

・第8条
 -協働の推進
・第9条
 -ｺﾐｭﾆﾃｨ活動

地域コミュニティを活性化
するためには、地域にお
ける様々な世代の市民の
参加と、関係機関や団体
などの連携により、これか
らのまちづくりを担う若い
世代を地域で育てていく
ことが必要です。

地域ぐるみでこどもたちを
応援する取組を進めると
ともに、地域コミュニティの
担い手の確保・育成や活
動の活性化を図ります。

7

・学校、家庭、地域が効果的に連携す
るための仕組みづくりとしてワークショッ
プを開催。
・10団体がこども学校応援地域基金の
交付金を受け、学校、地域、家庭、関係
団体と連携を図った特色のある事業を
行った。
・第１回こども学校応援みらいカフェを
開催。（９月５日（水））
　昼の部は、地区にある「サロン」を会場
とし、「地域の子どもについて」を切り口
に日頃の活動の様子や地域の課題な
どについて交流した。夜の部は、チラシ
の効果的な作り方を学ぶスキルアップ
的なカフェを行った。
※９月６日（木）は、胆振東部における
大地震の影響により中止
・第２回こども学校応援みらいカフェを
開催。（１２月１日（土））

・西帯広地区のボランティア団体を訪問
し、こども学校応援地域基金を紹介し
た。（計5回）
・こども学校応援みらいカフェを開催し
た。交付2団体より交付金を活用した取
組の成果・課題等を発表。NPO教育支
援協会北海道より講師を招き、ワーク
ショップを実施した。

・交付金を周知するため、広報おびひ
ろの折込チラシを作成。
・地域コーディネーター向けの研修を実
施。

・コミュニティ・スクールの導入校拡大。
・広報おびひろの折込チラシによる周
知を継続し、交付金の活用促進に向
け、掲載内容を検討。
・こども学校応援地域基金の交付団体
の募集。
・地域コーディネーター向けの研修のほ
か、他自治体の取組みを調査するなど
し、地域コーディネーターのより効果的
な活用について検討。

制度に問題はありません
が、パブリックコメントに寄
せられる意見が限られて
いるため、市民参加の必
要性について引き続き伝
えていくことが必要です。

市民協働のまちづくりの
理念やまちづくりに関す
る情報などについて、引
き続き幅広い市民への周
知に努めます。

8

※No.13で整理

市民が手軽に意見を提
出することのできる方法を
検討するなど、パブリック
コメント制度の活用を促す
ことが必要です。

パブリックコメント制度の
活用促進に向け、意見提
出の手法などについて検
討します。

10

・ホームページ上で、パブリックコメント
の概要版(PDF)を閲覧する人が意見を
提出しやすいよう、PDFに意見提出
ページへのリンクボタンを設置した。

ホームページ上で、パブリックコメントの
概要版(PDF)を閲覧する人が意見を提
出しやすいよう、PDFに意見提出ペー
ジへのリンクボタンを設置した。

ホームページ上で、パブリックコメントの
概要版(PDF)を閲覧する人が意見を提
出しやすいよう、PDFに意見提出ペー
ジへのリンクボタンを設置した。

ホームページ上で、パブリックコメントの
概要版(PDF)を閲覧する人が意見を提
出しやすいよう、PDFに意見提出ペー
ジへのリンクボタンを設置した。

・関係者や専門家からの意見だけでは
なく、市民からの率直な意見なども求め
ていくことも必要。

・引き続き、ホームページ上でパブリック
コメントの概要版(PDF)から直接意見を
提出するページにリンクするなど、幅広
い意見を求めやすい工夫に努めてい
く。

公職選挙法の改正によ
り、住民投票に関する条
例の制定を請求すること
ができる者が１８歳以上ま
で拡大されたことを踏ま
え、まちづくりに関する情
報について、若い世代に
も分かりやすい説明に努
めることが必要です。

若い世代により一層市政
に関心を持っていただけ
るよう、まちづくりに関する
情報について分かりやす
い発信に努めます。 11

※No.13で整理

住民投票制度のあり方に
ついては、あらかじめ投
票の対象事項や投票資
格などを定めておき、一
定数の署名が集まれば住
民投票を実施できる「常
設型」と呼ばれる制度を
定めている自治体もありま
すが、帯広市では、住民
投票制度を有効に機能さ
せるためには、案件ごと
に、年齢など、投票資格
者の要件を規定する現状
の制度が望ましいと考え
ます。

引き続き現状の制度のも
と、住民投票制度を適切
に運用します。

12

・住民投票制度に関する他自治体や国
の動向などについて情報収集を行っ
た。

・住民投票制度に関する他自治体や国
の動向などについて情報収集を行っ
た。

・住民投票制度に関する他自治体や国
の動向などについて情報収集を行っ
た。

・住民投票制度に関する他自治体や国
の動向などについて情報収集を行っ
た。

・現状ではなし。 ・住民投票制度について、引き続き情
報収集を行う。

・第12条
 -情報提供
・第13条
 -情報公開
・第14条
 -説明責任

基本条例では、市民は自
ら情報収集するように努
めることとされています
が、一方で、市は、市民
が情報を収集しやすい環
境づくりを進めることも重
要です。

広報紙やホームページ、
ＳＮＳなど様々な媒体の
長所を生かしながら、必
要な情報が市民に届くよ
う、周知方法などの工夫
に努めます。

13

・広報紙が届いていない世帯への配布
を補完するため、引き続き、市内のコン
ビニエンスストア・スーパーなどへの設
置を行った。
・ホームページのトップページに、必要
な情報が見やすくなるようバナーを掲載
した。(台風被害関連情報、インフルエ
ンザ、除雪情報)

・広報紙が届いていない世帯への配布
を補完するため、引き続き、市内のコン
ビニエンスストア・スーパーなどへの設
置を行った。平成30年10月からは市内
郵便局にも設置を開始した。
・ウェブアクセシビリティ方針を定め、
ホームページ上で公開するとともに、取
り組みの評価・確認を行った。

・広報紙が届いていない世帯への配布
を補完するため、引き続き、市内のコン
ビニエンスストア・スーパー、郵便局など
への設置を行った。
・ホームページのトップページに、必要
な情報が見やすくなるようバナーを掲載
した。(熱中症予防、インフルエンザ、除
雪情報、日米共同訓練)

・広報紙が届いていない世帯への配布
を補完するため、引き続き、市内のコン
ビニエンスストアやスーパー、銀行、郵
便局、コミセンなどへ設置した。
・令和３年１月に市ホームページを全面
ニューアルし、ウェブアクセシビリティに
配慮した機能改善や閲覧性の向上など
を図った。

・広報・広聴を効果的に組み合わせ、市
民参加を促進する必要がある。

・広報紙が届いていない世帯への配布
を補完するため、コンビニエンスストア、
スーパーなどへの広報紙の設置を継続
する。
・市ホームページの操作方法やウェブ
アクセシビリティに関わる研修を実施
し、多くの職員がわかりやすい情報発信
について学ぶ機会を提供する。

・第11条
 -住民投票

・第10条
 -パブコメ制度

まちづくりに自分の意見
が反映されるパブリックコ
メント制度があることにつ
いて、周知を続けることが
必要です。

パブリックコメント制度の
一層の定着を図り、実効
性のあるものとするため、
引き続き周知に努めま
す。

9

・パブリックコメント制度や意見募集案件
について、広報紙やホームページ、SNS
のほか、広聴機会などを通して効果的
な周知に努めていく。

・広報紙にパブリックコメントの募集案件
に係る特集ページを掲載したほか、パ
ブリックコメントの意見反映状況を一覧
にして掲載した。
・パブリックコメントの募集案件の概要や
期間を確認しやすいよう、ホームページ
のトップページにバナーを掲載した。
・パブリックコメントに関する作業手順を
イメージ図や表を用いて明確化したほ
か、過去のパブリックコメント実施例を紹
介するなど、制度周知に努めた。

・様々な手法により周知を図ってきてい
るが、積極的な意見提出に結びついて
いない状況。市が策定する計画などの
案件について、市民の関心を高めてい
くことが必要。

・広報紙において、パブリックコメントの
意見反映状況を一覧にして掲載した。
・パブリックコメントの実施時期が近い案
件をまとめた「お知らせ」を作成し、町内
会で回覧した。
・パブリックコメントの募集案件の概要・
期間を確認しやすいよう、ホームページ
のトップページにバナーを掲載した。

・広報紙にパブリックコメントの募集案件
を掲載したほか、パブリックコメントの意
見反映状況を一覧にして掲載した。
・パブリックコメントの募集案件の概要・
期間を確認しやすいよう、ホームページ
のトップページにバナーを掲載した。

・広報紙にパブリックコメントの募集案件
に係る特集ページを掲載したほか、パ
ブリックコメントの意見反映状況を一覧
にして掲載した。
・パブリックコメントの募集案件の概要・
期間を確認しやすいよう、ホームページ
のトップページにバナーを掲載した。

15



まちづくり基本条例に基づくこれまでの取組

平成29年度の取り組み 平成30年度の取り組み 令和元年度の取り組み 令和２年度の取り組み 令和３年度の取り組み予定

取り組み実績の具体的内容 取り組み実績の具体的内容 取り組み実績の具体的内容 取り組み実績の具体的内容 取り組み予定の具体的内容
取り組み上の問題点・改善点

取組の考え方
（H28.11月公表）

市民検討委員会
の提言（H28.8月）

関係条項 NO.

別添

・第12条
 -情報提供
・第13条
 -情報公開
・第14条
 -説明責任

市から発信されている情
報量は十分ですが、必要
な人に必要な情報が届く
よう、より一層の工夫に努
めることが必要です。ま
た、情報通信機器を使う
ことのできる人とそうでは
ない人がいることなどに配
慮し、様々な媒体を用い
て繰り返し情報を発信す
るなど、情報格差が生じ
ないように努めることが必
要です。

障害のある人でもホーム
ページやＳＮＳなどで提
供される情報を利用しや
すい環境づくりを進める
ほか、情報通信機器が利
用できない人へも配慮し
た情報発信に努めます。 13

・平成29年度の地区懇談会は、市民の
暮らしに身近で関心の高いテーマであ
る「防災」と「子育て」を設定したほか、コ
ミセン以外の多様な場所(保健福祉セン
ター、グリーンプラザ)でも開催した。

・ホームページのトップページに、必要
な情報が見やすくなるようバナーを掲載
した。(災害情報、インフルエンザ、除雪
情報、日米共同訓練)
・平成30年度の地区懇談会は、市民の
暮らしに身近で関心の高いテーマであ
る「市民みんなで健康づくり」と「おびひ
ろの子育て」を設定したほか、参加しや
すくなる工夫として、テーマに関連する
イベントに合わせて開催した。

・令和２年３月、市公式LINEアカウントを
開設し、新型コロナウイルス感染症に関
する情報発信を行った。
・令和元年度の地区懇談会は、「健康
（がん）」がテーマの回では運動講座や
検診コーナーを設け、「地域のつなが
り」がテーマの回では市民団体に事例
紹介してもらうなど、新規参加者の増加
につながる工夫を行った。

また、チャットボット機能を導入し、問い
合わせ機能の充実を向上させた。
・ホームページのトップページに、必要
な情報が見やすくなるようバナーを掲載
した。(新型コロナウイルス感染症対策、
除雪情報など)
・令和２年３月に開設した市公式LINEア
カウントにて、新型コロナウイルス感染
症に関する情報発信を行った。

・市公式LINEアカウントにて、感染症の
警戒情報のほか、セグメント配信や動画
の配信に取り組む。
・市民トークなどの市民対話事業を効果
的に実施する。

現時点では、行政運営に
関する各制度等に問題は
ありませんが、地球温暖
化や国際化の進展など、
地域の産業や経済活動、
市民生活に影響を及ぼ
す可能性のある変化が生
じていることから、引き続
き、社会経済情勢を注視
しながら行政運営を進め
ることが必要です。

引き続き社会経済情勢を
踏まえ、まちづくり基本条
例に基づいて行政運営
に取り組みます。

14 ―

社会経済情勢が変化す
る速度は高まっており、５
年を超えない期間ごとに
各条項などの適合状況等
について検討することが
必要です。なお、検討に
あたっては、より効果的・
効率的な手法を検討す
べきと考えます。

より効果的・効率的な条
例の適合状況等の検討
方法について検討しま
す。

16

・他都市の点検状況に関して情報収集
を行った。

・他都市の点検状況に関して情報収集
を行った。

・他都市の点検状況に関して情報収集
を行った。

・他都市の点検状況に関して情報収集
を行った。
・令和３年度に実施予定の条例点検の
進め方について検討を行った。

・現状ではなし。 ・市において適合状況等の点検を実施
し、その結果についてパブリックコメント
による市民意見聴取を行った上で検討
結果を整理する。

・第15条
 -総合計画
・第16条
 -財政運営
・第17条
 -行政評価
・第18条
 -組織機構
・第19条
 -行政手続
・第20条
 -個人情報保護
・第21条
 -出資団体等
・第22条
 -危機管理
・第23条
 -国等との関係
・第24条
 -条例の見直し

・町内会や市民団体、民間企業など、さ
まざまなコミュニティに対して防災出前
講座を実施し、日ごろからの防災対策
の必要性等を呼びかけた。
・『防災』をテーマとして地区懇談会を実
施し、市長と市民が直接意見交換を
行った。
・町内会や防災関係機関と連携して夏・
冬２回の防災訓練を実施し、行政、住
民双方の災害対応力の向上を図った。
・防災セミナーや防災リーダー研修会、
防災グッズ展を開催し、市民の防災意
識・知識の向上を図った。
・自主防災組織、個別計画作成協議会
など、地域の防災力向上に資する組織
の設立、育成の支援を進めた。
・防災協定の拡充など、関係団体、企
業等との連携を進めた。
・平成28年台風災害の検証を踏まえた
各種マニュアルや業務継続計画を整備
した。
・建築物耐震化に関する普及啓発活動
や住宅の耐震診断・耐震改修等に対す
る補助等を実施した。

15

防災意識の醸成に向けた
啓発活動を継続して実施
し、「減災」の考え方を基
本に、より災害に強いまち
づくりを進めます。

東日本大震災や熊本地
震などの発生を機に、市
民の防災・減災意識は高
まっていますが、家屋の
耐震診断や耐震改修な
どの具体的な対策を講じ
る市民が少ないことから、
市は、さらなる啓発活動
に努めることが必要です。

・町内会等への防災の呼びかけを広
め、防災出前講座や実動的な訓練への
参加など、具体的な防災活動につなげ
ていく。

・自主防災組織や個別計画作成協議
会の設立促進に向け、町内会等への支
援を行う。

・親子防災講座を通し、小中学生や保
護者に防災の呼びかけを行うなど、幅
広い世代への普及啓発を図る。

・市職員向けの訓練を実施することによ
り、災害対応力の向上を図る。

・防災に関する各種計画やマニュアル
の実効性を高めるための見直しを適時
行う。

・防災訓練への参加や連絡系統の確認
等を通じて、災害時における防災協定
締結事業者との連携を強化する。

・建築物の所有者に対し、耐震化への
理解の促進や、旧耐震基準住宅の無
料耐震簡易診断、住宅の耐震化などに
対する補助制度の活用を促すとともに、
引き続き耐震化を促進していくため、第
3期帯広市耐震改修促進計画を策定す
る。

・地域における防災活動の基盤となる
町内会組織において、加入率の低下や
会員の高齢化、役員の担い手不足等に
より、防災活動の展開が伸び悩んでい
る。

・災害時要援護者の支援体制につい
て、個別計画作成協議会の設立促進な
ど、組織的な体制整備を進める必要が
ある。

・市民の防災に対する意識の啓発に引
き続き取り組む必要がある。

・災害時における円滑な支援の実施を
目的として、防災協定締結事業者との
連携を強化する必要がある。

・建築物の耐震化促進に向け、改修費
用等の負担感の軽減を図る必要があ
る。

・町内会や市民団体、民間企業などに
対して防災出前講座を実施し、日頃か
らの災害対策の必要性などを呼びかけ
た。

・防災セミナー・防災リーダー研修会、
防災グッズ展を開催し、市民の防災意
識・知識の向上を図った。

・自主防災組織、個別計画作成協議会
など、地域の防災力向上に資する組織
の設立、育成の支援を進めた。

・建築物耐震化に関する普及啓発活動
や住宅の耐震診断・耐震改修等に対す
る補助等を実施した。

・町内会や市民団体、民間企業など、さ
まざまなコミュニティに対して防災出前
講座を実施し、日ごろからの災害対策
の必要性等を呼びかけた。
・町内会や防災関係機関と連携して夏・
冬２回の防災訓練を実施し、行政、住
民双方の災害対応力の向上を図った。
・防災セミナーや防災リーダー研修会、
防災グッズ展を開催し、市民の防災意
識・知識の向上を図った。
・自主防災組織、個別計画作成協議会
など、地域の防災力向上に資する組織
の設立、育成の支援を進めた。
・防災協定の拡充など、関係団体や企
業等との連携を進めた。
・建築物耐震化に関する普及啓発活動
や住宅の耐震診断・耐震改修等に対す
る補助等を実施した。

・町内会や市民団体、民間企業など、さ
まざまなコミュニティに対して防災出前
講座を実施し、日ごろからの防災対策
の必要性等を呼びかけた。
・町内会や防災関係機関と連携して夏・
冬２回の防災訓練を実施し、行政、住
民双方の災害対応力の向上を図った。
・防災セミナーや防災リーダー研修会、
防災グッズ展を開催し、市民の防災意
識・知識の向上を図った。
・自主防災組織、個別計画作成協議会
など、地域の防災力向上に資する組織
の設立、育成の支援を進めた。
・防災協定の拡充など、関係団体や企
業等との連携を進めた。
・建築物耐震化に関する普及啓発活動
や住宅の耐震診断・耐震改修等に対す
る補助等を実施した。
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